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会 議 録                                       作成：令和元年６月２６日 

会議名称 平成３１年（令和元年）度 第３回 交野市子ども・子育て会議 

開催日時 令和元年６月２６日（水）  １４時００分～  

開催場所 交野市立保健福祉総合センター（ゆうゆうセンター） ３階 展示活用室 

出 席 者 ・委員１１人出席（欠席者３人） ・事務局９人    合計２０人 傍聴者０人 

配 付 物 

・次第 

・資料１「子ども・子育て支援事業の量の見込みについて」 

・資料２「第２期交野市子ども・子育て支援事業計画（骨子案）」 

・次回日程調整表 

・ＦＡＸ連絡票 

・幼児教育・保育の無償化についての答申書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会 

 

２．委嘱状交付 

 

３．委員紹介 

 

４．事務局紹介 

 

５．会長挨拶 

 

６．委員出席状況報告 

 

７．議題 

（１）「第２期交野市子ども・子育て支援事業計画」策定について 

 

会 長：令和元年度第３回交野市子ども・子育て会議の議題に入りたいと思います。 

    １点目、「第２期交野市子ども・子育て支援事業計画」策定について、事務局から説

明をしていただきます。よろしくお願いします。 

 

 

事務局：・将来児童数推計について 

・家庭類型の算出について 

資料１「子ども・子育て支援事業の量の見込みについて」をご覧ください。 

前回の会議のときに、人口推計や家庭類型を算出し、そして国の考え方に基づいて     

   ニーズの見込み量を出していくというお話をさせていただきました。 

今回、重複するところもあるのですが、人口推計のところの考え方を少し変えて算

出させていただいており、その点について、説明をさせていただきます。 
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    コーホート要因法といいます宅地開発等も踏まえた算出方法を用いて人口推計を出   

   しており、どのくらい住宅が建つかという戸数に現在の交野市の平均世帯人数を掛け

ていたのですが、交野市の現在の世帯人数ではなく、入ってくる世帯を掛けるように

考え方を少し変えさせていただきました。入ってくる世帯の平均人数につきまして

は、住宅市場動向調査という国交省があげているデータがございまして、そちらの平

成３０年度の数値を使わせていただいております。この数値につきましては、平成２

９年度中に住み替えや建て替えを行った世帯に対してアンケートを取っておりまし

て、そちらから出てきた住宅の平均人数とマンションの平均の世帯人数を掛けさせて

いただきました。住宅が３．４人、マンションが３．０人で、現在交野市にお住まい

の方の平均世帯人数より少し高めにあがっているので、人口推計はやや増加という見

込みに変わっております。人口推計については、以上でございます。 

    次に、３ページをご覧ください。 

    こちらも前回と重複するところにはなるかと思いますが、量の見込みを算出するに

あたりまして、ニーズ調査を行った結果から、それぞれの家庭類型というところで分

類をしていく必要がございます。こちらの家庭類型につきましては、上の表にありま

すように、タイプＡ～Ｆと８種類ございまして、父母の有無または父母の就労状況に

よってタイプが分かれております。 

    タイプＡはひとり親家庭、タイプＢはどちらもフルタイム、タイプＣはフルタイム

とパートタイムで、タイプＣにつきましてはＣとＣ′がございます。ＣとＣ′につき

ましては、交野市では保育の必要性の下限時間が６４時間に設定されているのです

が、その就労時間が６４時間以上なのか未満なのかといった違いとなっております。

タイプＤは専業主婦（夫）で、タイプＥ、Ｅ′につきましては、どちらもパートタイ

ムで、ＥとＥ′の違いにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。タイ

プＦはどちらも無業というくくりとなっております。 

    ニーズ調査におきまして、現在の就労状況と今後の就労状況というように分けて聞

いておりましたので、現在の家庭類型、潜在家庭類型、こちらの２種類を算出したも

のが、後ほど出てきます各事業量の見込みのベースとなります。 

 

・教育・保育の量の見込みの算出について 

４～５ページ「３．教育・保育の量の見込みの算出について」の説明をさせていた

だきます。 

    算出方法につきましては、推計児童数×潜在家庭類型の割合、それに利用意向率を

掛けて算出することになります。 

    以下のア）～エ）に、それぞれの潜在家庭類型と利用意向率の説明がありますので、

順に説明させていただきます。 

    ア）１号認定につきましては、主に幼稚園を利用されるお子さんという区分でござ

います。こちらの潜在家庭類型は、短時間のパートタイムや専業主婦（夫）といった

幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を利用すると予想されるタイプでございます。タ

イプＣ′が３ページでいきますとフルタイムと短時間のパートタイムの区分、タイプ

Ｄが専業主婦（夫）、タイプＥ′がパートタイムと短時間のパートタイムの方、タイ
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プＦが無職の方になります。こちらを潜在家庭類型としています。それに利用意向率、

今後幼稚園等を利用したいと選択した人の割合になります。 

        次に、イ）とウ）の２号認定につきまして、説明をさせていただきます。 

    こちらの潜在家庭類型は、フルタイムや長時間パートタイムといった保育を利用す

ると予想されるタイプで、対象年齢が３～５歳でございます。こちらは利用意向率に

よってイ）とウ）に分けさせていただいております。 

    イ）ですが、現在幼稚園を利用している者の割合を利用意向率としています。ウ）

の利用意向率は、今後保育所等を利用したいと選択した人から、先ほどのイ）を引い

た者の割合でございます。 

    エ）は３号認定ということで、この潜在家庭類型は２号認定と同様になります。そ

の中で、０～２歳の保育を利用すると予想されるタイプでございます。利用意向率に

つきましても、今後保育所等を利用したいと選択した者の割合になります。 

    これらの潜在家庭類型と利用意向率を掛けた結果が５ページの③量の見込みでござ

います。 

    ③量の見込みにつきまして、説明をさせていただきます。 

    こちらの表の２号が二つに分かれております。２号の保育認定①は、４ページのイ）、

２号認定の中でも現在幼稚園を利用しているに該当する部分になります。２号の保育

認定②は、４ページのウ）、２号認定の中でも保育を希望するに該当する部分でござ

います。 

    １号認定と２号認定の①につきましては、推計児童数が減少したことにより、１号

認定は２０２０年度で９５３人と見込んでいます。２０２４年度につきましては、９

０４人という見込みでございます。２号認定の①は２０２０年度で２６７人、２０２

４年度で２５４人と、いずれも減っていくような形で見込んでおります。 

    ２号認定の②と３号認定につきましては、推計児童数は減少しているものの、直近

の伸び率を考慮して算出した結果、２号認定②の２０２０年度は７９０人、２０２４

年度は８８３人、３号認定０歳の２０２０年度は１１５人、２０２４年度は１３５人、

３号認定１・２歳の２０２０年度は５６９人、２０２４年度は５７５人と、増加する

ことを見込んでおります。 

    教育・保育の量の見込みの算出についての説明は、以上でございます。 

 

・地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて 

続きまして、６～１４ページ「４．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」に

ついての説明をさせていただきます。 

    まずは、（１）の地域子育て支援拠点事業でございます。こちらの対象となる潜在家

庭類型ですが、父母の有無や就労状況に関係なく、すべての家族類型が対象というこ

とになります。対象年齢は０～２歳で利用意向率、利用意向回数を加味させていただ

き、量の見込みを算出いたしました。②の計画値・実績値でございますが、当初第１

期計画を策定したときには、計画値１２,４６０から順々に若干下がっていくという

計画をしていたのですが、実績値が初年度、２年目と高くなったところがございまし

て、この計画の中間年の見直しにおきまして、計画値を上方修正させていただきまし
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た。ただ、２０１７年度は実績値が計画値を上回ったのですが、２０１８年度は実績

値が計画値を若干下回ったという現状がございます。量の見込みといたしましては、

これらの状況や利用意向率等々を加味したうえで、２０２０年度１４,６９４組、２

０２４年度１３,５９２組という数値を算出させていただきました。 

    次に、（２）の子育て短期支援事業でございます。こちらに関しましても、すべての

家族類型が対象となっております。こちらの算出ですが、この利用に関しましてはご

く限定的なものでもありますので、②で記載の実績値、４年間の平均人日を算出した

部分と、利用意向の中の「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」等々ニーズ調査の

結果を加味した算出方法で調整のうえ、量の見込みといたしましては、４４～４２人

日というような形で算出しております。 

    次に、（３）子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター）でございます。

こちらもすべての家族類型が対象となっております。こちらに関しましても、実績、

４年間の利用率の平均値を平均率という形で設定させていただき、推計人口を加味し

たうえで算出したのが、③の量の見込みでございます。２０２０年度１,２６７人日、

２０２４年度１,３１３人日となっております。 

    次に、（４）の一時預かり事業等でございます。こちらに関しましては、対象となる

潜在家庭類型が一定ございますので、そちらを加味させていただきました。また、ニ

ーズ調査結果に基づく算出プラス②の実績値を加味させていただきまして、調整して

推計したのが③の量の見込みとなります。１号認定による定期的利用３～５歳が、２

０２０年度９,１０９人日、２０２４年度８,６４２人日、２号認定による定期的な利

用３～５歳が、２０２０年度３，４２３人日、２０２４年度３,２５３人日、その他

の一時預かり０～５歳が、２０２０年度６,２９２人日、２０２４年度５,８９８人日

という算出になっております。 

    次に、（５）の延長保育事業でございます。こちら、タイプＤの専業主婦（夫）、タ

イプＦの無業は対象外でございまして、対象年齢は０～５歳となります。こちらの算

出に関しましてはどちらかといいますとニーズ調査結果を重視したものでございま

して、量の見込みとしましては、２０２０年度６０８人、２０２４年度５６９人とい

う形で算出をいたしました。ちなみに、こちらにつきましても、第１期計画中間年の

見直しの際に計画値の修正をしております。 

        次に、（６）の病児・病後児保育事業でございます。こちらに関しましても、タイプ

Ｄの専業主婦（夫）、タイプＦの無業は対象外になっております。対象年齢は０～５

歳でございます。こちらにつきましては、実績値に加えて「仕方なく子どもだけで留

守番をさせた」等々病児・病後児の発生頻度を加味させていただいたうえでの推計と

いう形を取らせていただきました。量の見込みといたしましては、２０２０年度が４

３４人日、２０２４年度が４０７人日という算出になっております。 

    次に、（７）の放課後児童健全育成事業でございます。対象となる潜在家庭類型です

が、こちらもタイプＤの専業主婦（夫）、タイプＦの無業は対象外となっております。

算出方法につきましては、対象年齢５歳に一定利用意向率を掛け合わせたものでござ

います。こちらに関しましても、第１期計画の中間年の見直しというところで、計画

値を上方修正させていただいております。学年別の実績値が１３ページ、下の表のと
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おりでございまして、これらから量の見込みを算出させていただきました。ちなみに、

今回の計画から学年ごとの算出が求められているので、１～６年生という形であげさ

せていただいております。各学年の量の見込みにつきましては、１４ページの表のと

おりでございますので、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 

    以上で地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの説明を終わらせていただきます。 

 

会 長：説明が終わりました。ただ今の資料１「子ども・子育て支援事業の量の見込みにつ

いて」の説明の中で、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

副会長：１０ページ、１号認定の量の見込みが、実績値とかなり乖離していると思うのです

が、これには理由があるのでしょうか。 

 

事務局：２０１８年度でいいますと、実績値５，６００と４００との乖離ということでしょ

うか。 

 

副会長：そういうことではなく、２０１８年度でいえば、実績値５,６００で量の見込みが２

０２０年度９,１０９と、かけ離れていますよね。 

 

事務局：こちらにつきましては、２０１５年度からの実績が１，１４０、２，４２１、３，

１４３、５,６００となっておりまして、やはりニーズというものがどんどん上昇し

てきていることがわかります。今後もその傾向が続くと考えられますので、多いニー

ズ量をそのまま見積もっているというところになっております。 

 

委 員：その他の一時預かりの実績値は１,８００前後で推移しており、それほど増加してい

ないのですが、量の見込みは６,０００台になっていますね。これはなぜでしょうか。 

 

事務局：ニーズ調査に基づく算出結果というところで、実はこの６,０００よりもかなり大き

な数値が出ていました。このようなニーズ調査の特徴といたしまして、実際に利用す

るかは別として利用したい、機会があれば利用したいというところも反映している結

果になったのではないかと予測できます。そのため、ニーズ調査から出たそのままの

数値を使うのではなく、実際に利用している方の平均的な利用日数を利用意向率に掛

けております。何日利用したいかという希望日数も聞いていたのですが、日数だけは

現実に基づきました。それに利用を希望している人の割合を掛けたものが、その他の

一時預かりの量の見込みでございます。調査から出てきたニーズを踏まえつつ、かつ、

実績も見ながらの数値となっております。 

 

副会長：数字だけで係数を掛けるとそうなると思うのですが、過去の例を見ますと計画値と

実績値が大きく乖離している問題は加味しないということですね。 

 

事務局：前回の計画値につきましては、ニーズ調査に基づきつつ、多少は今回のように現実
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も踏まえて出されたのだろうと思います。今回は第１期の実績があることと、調査で

出たニーズも加味したうえでの調整結果となっております。 

 

会 長：ニーズ調査をある程度入れていったがために、数字が大きくなったということです

ね。 

  

事務局：はい、そのとおりでございます。 

 

副会長：過去の計画値と実績値が乖離しているのは、失敗だったということになってしまう

わけですよね。 

 

事務局：第１期の時点では実績がないといいますか、予測ができなかったというところも大

きいかと思います。 

 

副会長：今回は実績があるのに、それが反映されていないように見えるのですが。 

 

事務局：第１期計画は平成２７年度から始まったのですが、その前段の２６年度にニーズ調

査をさせていただいています。国から全国統一でタイプＡ等の区分とニーズ調査を掛

け合わせるよう示されまして、それでいきますと、例えば２号認定による定期的利用

の計画値が３０,０００にもなりました。それに対し実績値が８６ですので、確かに

大きな開きがあります。それは、先ほど説明がありましたように、第１期計画の時点

では実績がどうなるかよくわからなかったために、国が示す計算に従って計画値をあ

げさせていただいたというところがございます。 

    今回も確かに乖離はしております。ただ、その乖離の部分をいきなりガクッと減ら

すというのは、行政としてはなかなか勇気が要りますし、これはニーズを加味した中

での数値でございます。国が示す計算に実績を掛けても、まだこれだけの乖離がある

わけで、この辺りは今後数か年で研究しつつ見直していく必要があるかと思っており

ます。 

 

会 長：それだけ余裕があると思っていいわけですか。 

 

事務局：国が示すその計算が全国統一のものですので、そこを交野市バージョンに合わせる

のは、なかなか難しいところがございます。 

 

会 長：実施してみなければわからないところもあると思うのですが、計画値から外れた場

合はどうなるのですか。 

 

事務局：この計画の数値は大阪府に報告させていただきます。そして、大阪府から国に報告

が行く形になります。 

 



7 

 

会 長：計画値を超えるというようなことになったときに、何か問題が出てきますか。 

 

事務局：計画値を超える実績値が出てきた場合は、中間年に見直しをすることになります。 

 

会 長：ほかに、ご意見等ありますか。特にないようでしたら、量の見込みの考え方につい

て、ご承認をお願いしたいと思います。 

    それでは、承認されましたので、事務局の提案どおりということでお願いします。 

 

事務局：取りあえずこの考え方で今後素案を作成いたしますが、今いただいた計画値が実績

値と乖離しているというご意見につきましては、改めて検討させていただきたいと思

っております。考え方はこのままですが、数値は変更になる可能性がございます。そ

の点だけお含みおきください。 

    

会 長：それでよろしいでしょうか。 

    この量の見込みを元に、確保方策を次回お示しいただけるということですので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

    引き続き、資料２「第２期交野市子ども・子育て支援事業計画（骨子案）」について

の説明を、事務局からお願いします。 

 

事務局：資料２「第２期交野市子ども・子育て支援事業計画（骨子案）」についての説明をさ

せていただきます。 

    去る４月２６日の第１回子ども・子育て会議にて、この計画の構成案を委員の皆さ

まにお示しさせていただいたところでございます。そのお示しした構成案が、ほぼこ

の骨子案の目次と同様になっております。 

    骨子案につきましては、第１章～第７章、最後に資料編という形で作成予定でござ

いますが、本日は、そのうち第１章～第４章の内容をお示ししております。 

    それでは、第１章の「計画策定にあたって」から順に説明させていただきます。 

    ２ページをご覧ください。「１ 計画策定の背景」といたしまして、我が国における

急速な少子化の進行、子どもの貧困問題を挙げ、それらの対策が国の施策としていろ

いろと打ち出されている旨を記載しております。そちらを受けて、交野市におけるこ

れまでの施策推進の流れを説明させていただいたうえで、今年度に「第２期交野市子

ども・子育て支援事業計画」（以下、「本計画」）を策定することを記載させていただ

きました。 

    ３ページをご覧ください。「２ 計画の性格と位置付け」でございます。本計画につ

きましては、子ども・子育て支援法第６１条に基づくもので、市町村として策定の義

務があります。次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「次世代育成支援行動計画」

につきましては、市町村としての策定は任意なのですが、こちらの二つを一体的に策

定するということを説明させていただいております。本計画は「交野市次世代育成支

援行動計画」のほかに「子どもの貧困対策計画」、「ひとり親家庭自立支援計画」も含

んでおり、また、市の最上位計画である「交野市総合計画」、そして、下に記載のあ



8 

 

る市の関連計画との整合を取らせていただくものでございます。 

    ４ページをご覧ください。「３．子ども・子ども支援新制度の概要」でございます。

平成２７年４月より施行されている子ども・子育て支援新制度についての概要説明を

記載させていただいております。 

    ５ページをご覧ください。「４．計画の期間」でございます。本計画は第２期の計画

でございますが、令和２年度から令和６年度までの５か年計画となっておりまして、

必要に応じ中間の見直しという作業を行います。 

    ６ページをご覧ください。「５．計画の策定体制」としまして、１）交野市子ども・

子育て会議、本会議のことでございます。計画の策定や推進に関する諮問機関、子ど

も・子育てに関する課題や今後の方向性を協議していただく場として設置しておりま

す。２）子ども・子育てに関するアンケート調査につきましては、既に実施しており

まして、第１回の本会議で結果報告書をお配りさせていただきました。３）団体アン

ケート調査も実施しております。４）子ども・子育てに関するワークショップといた

しましては、５月３１日に開催させていただきました。とても活発なご意見を頂戴し

まして、有意義なものになったと思っております。５）パブリックコメントにつきま

しては、今後の本会議で事務局からお示しする計画素案をご検討いただき、こちらで

出たご意見を加味したうえでその計画素案を固めまして、１２～１月に実施予定でご

ざいます。 

    第２章「交野市の子ども・子育てを取り巻く現状」に移ります。 

    ８～１８ページに「１．人口等の動向」を記載しております。 

    ８ページをご覧ください。１）人口の推移でございますが、年少人口０～１４歳、

生産年齢人口１５～６４歳の割合が減少しているのと、高齢者人口６５歳以上の割合

が増加しています。その二つが相まって、少子高齢化の進展というところが見て取れ

るグラフになってございます。 

    ９～１１ページは、２）子ども数等の推移でございます。 

    ９ページをご覧ください。交野市の年少人口０～１４歳の割合は平成１７年を境に

減少し、平成２７年には１３.９％まで下がりました。ただ、大阪府、全国よりは高

い割合でございます。 

    １０ページをご覧ください。交野市の子どものいる世帯割合の比較でございます。

上のグラフでございますが、６歳未満の子どものいる世帯が交野市では９.７％、大

阪府８.１％、全国８.７％、１８歳未満の子どものいる世帯が交野市では２６.９％、

大阪府２０.４％、全国２１.５％と、本市は大阪府や全国に比べて子どものいる世帯

割合が高くなっております。 

    １１ページをご覧ください。０～１１歳人口の将来推計を記載させていただいてお

ります。１歳刻みで推計をしているのですが、この表の下二つ、まずは０～５歳のと

ころをご確認ください。令和元年３,７４６人から令和６年３,５１３人の見込みとい

うことで、減少傾向でございます。６～１１歳に関しましては、令和元年４,１６９

人から令和６年４,２７８人という形で、微増と見込んでおります。 

    １２ページ、上の棒グラフをご覧ください。３）出生数・出生率の推移でございま

す。微増・微減といったような形での推移で、平成２９年の出生数は５５１人となっ
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ております。また、人口千人あたりの出生数が出生率という考え方でございまして、

この出生率に関しましては、大阪府や全国よりも低い値の推移となっております。同

じく１２ページの４）合計特殊出生率の推移をご覧ください。この合計特殊出生率と

いいますのは、１５～４９歳の女性の出生率を年齢ごとに出し、それらを合計したも

のでございます。いわゆる一人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当する統計上

の数字ということになります。下の折れ線グラフをご確認いただきまして、平成２９

年で申し上げますと、大阪府よりも０.０６ポイント高くなっております。全国平均

よりは低いというところでございます。 

    １３ページをご覧ください。５）婚姻等の状況でございます。婚姻数に関しまして

は、平成２５年の３４１件から平成２９年には２６６件と減少しております。一方、

離婚数につきましては、平成２５年の１１６件から平成２９年には１２６件というよ

うな形でございます。 

    １５～１６ページは、６）労働力状態でございます。 

    １５ページ、上の棒グラフをご覧ください。左側の黒いグラフが１５歳以上人口で、

右側の点のグラフが労働力人口でございます。平成２７年で男性が１９,８６１人、

女性が１５,００６人でございまして、平成１２年からの比較で申し上げますと、男

性の労働力人口は２３，１１２から１９,８６１と減少傾向、かたや女性の労働力人

口は１３,６３５から１５,００６と増加傾向ということが見て取れます。下の労働力

率の表ですが、実線の折れ線グラフが男性でございます。男性は２５～２９歳の９３.

７％から５５～５９歳の９４.８％という形で、ずっと９割台をキープしているのに

対しまして、女性の点線の折れ線グラフをご確認いただきますと、３０～３４歳、３

５～３９歳で落ち込みがみられます。いわゆるＭ字カーブを描いている状態でござい

ます。４０歳以降上昇していくのですが、当初の２５～２９歳の８０.４％に比べま

して４５～４９歳は７２.９％と、同じようには上がっていかないというようなとこ

ろがあります。 

    １６ページをご覧ください。女性労働力率でございます。このＭ字カーブは交野市

に限らず、大阪府、全国も同様の傾向がみられます。いずれの年代も本市は低い値で

ございます。下の表は女性の就業率でございますが、平成２２年と平成２７年の比較

をさせていただいております。平成２７年のほうが、すべての年代において女性の就

業率が向上しており、また、Ｍ字カーブの谷が浅くなっていることが、こちらの表で

読み取れるかと思います。 

    １７～１８ページは７）幼稚園・認定こども園、小中学校等の状況でございます。 

    １７ページをご覧ください。保育所児、幼稚園児数は、どちらも増加傾向というと

ころで、保育所児数は平成２７年度で１,２５１人、平成３０年度で１,４４７人と１

９６名の増加でございます。幼稚園児数は１,００４人から１,０８４人と８０名の増

加という形になっております。下の表は待機児童数の推移でございます。 

    １８ページをご覧ください。１）小学校児童数の推移でございます。小学校別で表

記してございますが、下の合計数でご確認いただきますと、平成２６年度で４,５１

６人、平成３０年度で４,１１３人と、市全体で約４００人の減少となっております。

かたや、２）放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブの在籍児童数につきまして
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は、平成２７年度から平成３０年度にかけましては、低学年、高学年ともに４３名の

増加があるというところでございます。３）中学校生徒数ですが、こちらの合計に関

しましても、平成２６年度から平成３０年度にかけまして約２５０人の減少というと

ころがみられます。 

    １９～２７ページの「２．子ども・子育てに関するアンケート調査結果」ですが、

第１回の本会議のときにお持ち帰りいただきました資料からの抜粋でございますの

で、説明は割愛させていただきたいと思います。 

    ２８～３３ページに、「３．子どもの生活実態調査結果」を記載しております。第１

期の子ども・子育て支援事業計画におきまして、いわゆる子どもの貧困対策編を平成

３０年３月に策定させていただきましたが、その策定の根拠となりましたのが、この

調査でございます。こちらに関しましても、説明は割愛させていただきたいと思いま

す。 

    第３章「第１期計画の主な取り組み状況と課題」に移ります。 

    ３５～４０ページに「１．第１期子ども・子育て支援事業計画の事業実績」の記載

がございます。先ほど、量の見込みの中で第１期計画の目標とその実績値をお示しさ

せていただきまして、ずいぶん重複しておりますので、そこの中で扱わなかったとこ

ろを幾つかチョイスして説明させていただきたいと思います。 

    ３６ページをご覧ください。利用者支援事業でございます。平成２７年度は、量の

見込み２に対しまして実績がなかったのですが、平成２８年度からは健康増進課のほ

うで事業の実施をさせていただいております。また、平成２９年度からは支援センタ

ーのほうでも実施をしまして、現在、計画値どおりに実施をさせていただいていると

いう状況でございます。 

    ３７ページをご覧ください。妊婦健康診査事業でございます。こちらは見込み量を

下回っての推移というところで、年度ごとの増減がみられます。実績値は７,０００

～６,０００台の推移というところでございます。こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家

庭全戸訪問事業）に関しては、平成２７年度当初より量の見込みを上回る実績がみら

れました。養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業に関しま

しては、平成２７年度と平成３０年度に実績があったというところでございます。 

    ４０ページをご覧ください。実費徴収に係る補足給付を行う事業でございます。平

成２８年度からの実施で、こちらにつきましては、給付対象者の負担軽減を図るため

の助成事業となります。 

    ４１～４３ページには「２．第１期子ども・子育て支援事業計画の取り組み状況」

を記載させていただいております。基本目標、基本施策に基づいて行った取り組み状

況を上の囲みに書かせていただき、今後強化が必要な取り組みというのを中ほどに書

かせていただきました。団体アンケート調査結果からのご意見というのも、下のほう

でお示しさせていただいております。またお目通しいただければと思います。 

    ４４～４５ページは「３．交野市を取り巻く課題」でございます。 

    ４４ページをご覧ください。１）子育て家庭への支援の充実でございます。女性の

就業率の上昇、それに伴う就労形態の変化によりまして保育ニーズの増加が予測され

ると見込まれます。また、男女共同参画の視点に立った、子育てしながら働きやすい
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職場環境づくりについての啓発強化というところも必要になります。アンケート調査

結果からは、いわゆる子育てにかかる出費についての悩みや経済的援助を求める声も

いただいたというところでございます。団体アンケート調査からは、外国人保護者の

孤立傾向というところのご指摘もございまして、特有の悩みを抱える家族への支援の

充実が求められています。２）子どもの健やかな育ちへの支援の充実でございます。

認定こども園化の促進、保育量の確保と幼児期における教育・保育の一体的な提供、

保育士の資質向上の取り組みが求められています。また、ワークショップの中で非常

に多くあがっていた意見としましては、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービ

ス）利用の増加について、こちらをやめなさいというだけではなく、上手な使い方に

ついて啓発を充実させることが必要とのご意見をいただきました。アンケート調査結

果からは、子どもが参加したい、または保護者として参加させたいと思っている自然

体験、社会参加、文化活動において、スポーツ活動が高くあがっています。健全な育

成を図るための取り組みの充実が必要であると考えられます。 

    ４５ページをご覧ください。３）地域における子育て支援の充実でございます。共

働き家庭の増加により、放課後児童健全育成事業の利用者も増加傾向がみられます。

放課後児童健全育成事業での適切な遊び及び生活の場の提供とともに、放課後子ども

教室（フリースペース）事業における実施日数の拡大など、居場所づくりの強化が一

定必要だということで記載させていただいております。また、昨今の子どもを巻き込

んだ事故、犯罪の度重なる発生により、安全確保、また、地域全体での見守り体制の

更なる充実が必要となってまいります。アンケート調査結果からは、子育てを支えら

れていると感じることができない人が２割ほどみられます。保護者同士の交流や子育

て家庭が相談しやすい体制整備、情報提供の充実も求められているところでございま

す。充実してほしい子育て支援サービスについては、公園等屋外施設の整備、また、

ワークショップにおきましても、子どもが自由に遊べる場所を求める声が多くあがっ

ていました。同じく４５ページ、４）子どもの貧困に関する支援の充実でございます。

こちらは、貧困対策の計画で求められているところになりますが、世帯の経済状況に

よって子どもの生活が左右されないよう、生活格差を埋めるための取り組みの推進が

必要になってまいります。また、困窮度の高い世帯ほど、社会保障給付の利用率が高

くなっているものの、一部の制度では困窮度が高い世帯でも利用率が低いなど、必要

であるにもかかわらず、その世帯に対して制度が届いていないこともニーズ調査等の

中でみえてきました。その辺りの仕組みづくりが求められているところでございま

す。困窮度が高い層では朝食をとっていない子どもが多くみられます。困窮度が高ま

るにつれて勉強時間が短いというようなところもございます。そのようなことから、

子どもの居場所づくりのための取り組みの推進というところも求められていると記

載をさせていただきました。これらの課題を受けまして、第４章「計画の基本的な考

え方」に入ってまいります。 

    ４７ページをご覧ください。「１．基本理念」でございます。「子どもいっぱい 元

気な“かたの”～子育ち 子育て 地域の和（なごみ）～」という形で理念を設定させ

ていただきます。こちらは第１期計画の基本理念と同様のもので、第２期計画におき

ましても、第１期の理念を継承していきたいと思っております。 
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    ４８ページをご覧ください。「２．基本目標」でございます。基本目標１）すべての

子育て家庭を支える まちづくり、基本目標２）子どもの育ちを支える まちづくり、

基本目標３）地域ぐるみで豊かな子育ち・子育てを支える まちづくり、この三つに

関しては、第１期計画の基本目標と同様になっております。それから、基本目標４）

未来ある子どもたちをみんなで支える まちづくり、いわゆる貧困対策編の計画での

考え方ということで、こちらを目標として追加させていただきました。ひとり親家庭

に対する支援も含んでいるものでございます。 

    ４９ページをご覧ください。「３．施策の体系」でございます。先ほど申し上げた基

本理念がございまして、それに対して基本目標１～４を掲げております。また、それ

ぞれの目標の中での基本施策というのを、この表のとおり設定させていただきまし

た。 

    説明は以上でございます。 

 

会 長：説明が終わりました。ただ今の資料２「第２期交野市子ども・子育て支援事業計画

（骨子案）」について、ご質問等ありましたら、お願いします。 

 

委 員：３５ページ、保育事業の表ですが、３号認定０歳児の待機児童は平成３０年度、平

成３１年度ともにゼロになっています。本当にそうなのでしょうか。 

 

事務局：残念ながら、実際にはゼロではありません。平成３０年４月の時点では８人の待機

児童がいました。本年の平成３１年度も１０人の待機児童が出ている状況でございま

す。これまで待機児童問題を解消するというような目標をもって定員の拡大に取り組

んできたわけでございますけれども、第２期計画におきましても、引き続き待機児童

問題の解消に努めていきたいと思っております。 

 

会 長：でも、０歳児の待機児童はいませんよね。 

 

事務局：本年１０人の待機児童の中で、０歳児につきましては待機がありません。１歳児の

待機児童が９人、３歳児の待機児童が１人という内訳になっておりまして、０歳児に

つきましては目標達成といったところでございます。 

 

会 長：平成２９年度の３号認定１・２歳児は待機が１５人と、平成２８年度の３０人から

半減しています。これは施策の効果でしょうかね。 

 

事務局：はい。小規模保育施設等における定員拡大の成果が上がったと思っております。 

 

会 長：個人的には努力を認めたいと思っているのですが、委員のご意見としては、より一

層努力してほしいということですよね。 

    他に、ありますか。 
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委 員：６ページの４）子ども・子育てに関するワークショップですが、具体的な内容を教

えていただきたいと思います。 

 

事務局：いわゆる計画策定のワークショップというような表題ではなかったのですが、第１

回の本会議の中でもチラシを配布させていただいております「話そう！子育て世代の

困りごと ～地域ぐるみで子育ち・子育てを支える交野へ～」ということで、皆さま

にご参加を呼びかけました。参加者に関しましては、子育て支援に携わっている様々

な団体、主任児童委員、また、子育て中のお母さんにも参加をいただき、５０人弱の

方にお集まりいただきました。グループワークの形式で、７人ぐらいのグループを六

つ作りまして、タイトルに沿った話し合いをしていただいたというようなところでご

ざいます。 

 

会 長：団体というのは、どんな団体ですか。 

 

事務局：子ども食堂を運営されている団体さん、校区福祉委員会の方、主任児童委員さん、

ファミリー・サポート・センター事業を委託しているＮＰＯの団体、地域で子どもの

居場所をつくろうとされている市民団体の方などでございます、広報で募りましたの

で、さまざまな団体の方にご参加いただきました。 

 

会 長：他には、よろしいですか。 

    計画骨子案の内容につきましては、委員の皆さまからのご意見がございましたので、

計画素案へ反映するなど、ご検討ください。 

 

（２）その他 

会 長：次の議題、（２）のその他ですけれども、幼児教育・保育の無償化の答申書について

の説明を事務局よりお願いします。 

 

事務局：前回の本会議で諮問させていただきました幼児教育・保育の無償化についての答申

書を５月１７日付で頂戴しましたので、その趣旨を反映させていただいたところでご

ざいます。無償化につきましては１０月１日からの実施という形になりますけれど

も、改めまして、５月に国会で法案が成立し、大阪府では６月１２日に府内市町村を

対象とした国の説明会が開催されました。一定国の制度が示され、新しい制度の運用

をしていくことになりますので、その制度づくり、仕組みづくりについて、作業を進

めているところでございます。具体的には、７月に入りましたら、市内の幼稚園、認

定こども園に向けまして交野市での取り組み、国の制度の内容といったところをご説

明させていただきたいと思っております。また、８月になりましたら、ホームページ

等で広く市民の方にお知らせしていきたいと考えてございます。保護者の皆さまに対

しましては、各園のご協力をいただきながらパンフレットの配布等で周知をし、最終

的に、１０月の広報紙でまた改めましてこの制度の周知をしていこうと思っていると

ころでございます。非常にタイトなスケジュールにはなりますけれども、特に保護者
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の皆さまに対する周知というところに力を入れて、今後市内各園さまのご協力をいた

だきながら進めてまいりたいと思っております。 

    報告につきましては、以上になります。 

 

会 長：答申書の最後の行に、「積極的な待機児童解消対策に取り組まれるよう」という一文

が入っております。これでよろしいでしょうか。ご協力いただきまして、どうもあり

がとうございました。 

    それでは、民営化の進捗状況について、お願いします。 

 

部 長：森新池の埋め立てですけれども、前回５月１５日の本会議で、埋め立てに対する大

阪府の開発許可がもうまもなく下りますというようなお話をさせていただいたかと

思います。正式なご連絡はまだいただいていないのですが、遅くても今週末か来週の

はじめぐらいにはいただけるかと思っております。地元の森区の方々への説明も必要

でございますので、明日説明会を開催させていただきます。あらかたの工程はこちら

のほうで組んでいますので、その工程について明日説明をさせていただきたいと思っ

ております。まず、埋め立てに関しては大型車両が通りますので、道路を整備させて

いただいて、その整備後埋め立てをするような形になると思います。開発許可が下り

るまでの事前準備で、近隣の道路に接する所の家屋調査を現在進めているところでご

ざいます。それと合わせて道路整備工事、埋め立てというスケジュールになっていく

かと思っております。埋め立てが終わった後に道路の舗装もしますので、１２月辺り

には池周辺の整備がずいぶん進むだろうと考えているところでございます。森区の住

民の方々に説明させていただくとともに、あまだのみや幼児園の保護者の方々にも説

明をさせていただきたいと思っております。 

    報告は以上でございます。 

 

会 長：今後進捗がありましたら、またご報告をよろしくお願いします。 

 

事務局：はい。その都度、本会議にてご報告させていただきます。 

 

委 員：見通しとしましては、来年の４月開園ということでよろしいでしょうか。 

 

事務局：はい。３２年（令和２年）４月開園ということで工程を示しておりますので、そこ

に向けての開設を考えているところでございます。もし何らかの変更がございました

ら、またご説明させていただきたいと思います。 

 

会 長：今日の案件につきまして、確認事項等ございますか。 

    なければ、事務局から次回の開催についての説明をお願いします。 

 

事務局：次回の交野市子ども・子育て会議でございますが、事業量及び素案についてのご審

議を予定しております。 
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    開催日程でございますが、お手元にお配りしております日程調整の用紙にご記入い

ただければと思います。 

    なお、本日ご記入いただいた方は机上に置いていただきまして、ご都合がおわかり

にならない場合は、期限が短くて恐縮ですが、７月１日（月）までにご連絡いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

    日程が決まりましたら、皆さまに改めてお知らせさせていただきます。 

 

会 長：次回の開催につきましては、皆さんのご都合をお伺いしてから事務局で調整し、ご

案内いただくということです。事務局、よろしくお願いしたいと思います。 

    本日の案件はすべて終了しました。皆さんのご協力に感謝いたします。 

    お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


